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取締役候補者指名基準 

 

（目的） 

第１条 本基準は、指名委員会で取締役候補者を指名する際の基準を定める。 

 

 （取締役候補者の規模・構成） 

第２条 指名委員会は、取締役会全体のバランスに配慮しつつ、専門知識、経

験等が異なる多様な取締役候補者を指名する。 

２ 取締役候補者の員数は、定款で定める 20名以内の適切な人数とし、原則と

して、その過半数は、独立性を有する社外取締役候補者により構成する。 

 

（欠格事由） 

第３条 指名委員会は、以下の条件に該当する者を取締役候補者として指名し

てはならない。 

（１）会社法第 331条第１項に定める取締役欠格事由に該当する者 

（２）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同

様に取り扱われている者 

（３）反社会的勢力との関係が認められる者 

 

（社内取締役候補者指名基準） 

第４条 指名委員会は、以下の条件を満たす者を当会社の社内取締役候補とし

て指名する。 

（１）当会社の業務に関し専門知識を有すること 

（２）経営判断能力及び経営執行能力にすぐれていること 

（３）指導力、決断力、先見性、企画力にすぐれていること 

（４）取締役としてふさわしい人格及び識見を有すること 

（５）取締役としての職務を遂行するにあたり健康上の支障がないこと 

 

（社外取締役候補者指名基準） 

第５条 指名委員会は、以下の条件を満たす者を当会社の社外取締役候補者と

して指名する。 

（１）企業経営、リスク管理、法令遵守、財務会計、内部統制、マクロ政策そ

の他の分野に関する高い知見を有し、当会社の特に重要な経営上の意思決

定及び執行役の職務執行の監督を適切に遂行するに十分な経験、判断力を

有すること 

（２）社外取締役としてふさわしい人格及び識見を有すること 
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（３）社外取締役としての職務を遂行するにあたり健康上あるいは業務上の支

障がないこと 

 

（改廃） 

第６条 本基準の改廃は指名委員会の決議による。 

 

   附 則 

 本基準は、平成１８年９月１日から施行する。 

 

平成１８年 ９月 １日  制定 

平成１９年 ９月３０日  改正 

平成２７年１１月 ４日  改正 

令和 ３年１０月２７日  改正 


